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【重要】「緊急事態宣言」の解除を踏まえた教育活動等について 

 

平素より，本校の教育活動にご理解とご協力をいただき，また，長期にわたる新型コロナウイルス感染拡大防止の

取組についても，ご理解・ご協力をいただき，誠にありがとうございます。 

さて，この度，京都市において緊急事態宣言が解除されたことを受け，本校における教育活動等について下記の

通り行うことといたします。下記の内容を十分にご確認の上，引き続き徹底した感染症対策をお願いいたします。 

なお，今後，京都市内の感染状況や国の動向等を踏まえ，対応を変更する場合があります。その際は，改めて文書

等でお知らせいたします。 

 

１ 基本的な感染防止対策，健康観察の徹底 

引き続き，マスク着用，手洗い，換気，校内消毒，給食指導の工夫など，基本的な感染防止対策に取り組

んでまいります。ご家庭でも，感染防止対策や毎日の健康観察を引き続きお願いします。 

以下の場合は，必ず学校にご連絡いただき，児童の登校を控え自宅で安静に過ごすようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

２ ご家庭での感染防止に向けた取組 

緊急事態宣言が解除されましたが【不要不急の外出を控える】【飲食機会の感染予防徹底】【基本的

な感染防止対策の徹底】【健康観察の徹底】など，ご家庭でも引き続き感染防止対策をお願いいたします。 
 

３ 緊急事態宣言解除を踏まえた教育活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １０月１２日（火） スポーツフェスティバル 

感染防止対策を十分に講じながら，予定通り実施いたします。来校の際にはご自身の健康観察を行うとともに【健

康状態確認書】をご提出ください。各ご家庭における参観人数の制限は設けておりませんが，なるべく少人数での

ご観覧にご協力ください。 

教育活動について 

○緊急事態宣言発出中に中止していました学習活動（合唱および演奏，調理実習，実験，グループ活動など）に

ついては，一定の距離を保つ，同じ方向を向く，回数や時間・人数を制限するなど学習活動に応じた感染防止

対策を講じながら再開いたします。 

○朝休みや放課後遊びについてもグランドを開放し,再開いたします。なお，当面の間，完全下校時刻を１６：００と

させていただきます。 

○委員会活動，クラブ活動，部活動についても再開いたします。 

○放課後まなび教室についても開始いたします。開講日については別途お知らせいたします。 

○給食時間については，安心・安全な給食運営として，当面の間，緊急事態宣言発出中の取組を継続します。詳細

については，８月２４日付の「緊急事態宣言発出中の『給食指導』について」のおたよりをご確認ください。 

○１１月４日（木）を参観デーに設定します。参観デーについては，別途お知らせいたします。 

● 児童本人に，少しでも発熱等の風邪症状や体調不良が見られる場合 

● 同居家族（兄弟姉妹等）に，発熱等の風邪症状や体調不良が見られる場合 

● 児童本人や同居家族が，接触者や濃厚接触者となり検査を受ける場合 

● 児童本人や同居家族が，体調不良により通院し検査を受けることとなった場合 

● 児童本人や同居家族が，新型コロナウイルス感染症と診断された場合 


